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会社は申告本数に対する要員数を明らかにしない！！ 

２０２０年６月１６日、新大阪日之出会議室において「必要要員数及び新型コロナウイル

ス感染防止対策」についての申し入れに、会社は団体交渉の開催を拒否し、会社側幹事から

窓口回答がありました。  下記が申し入れの内容です。 

現在、大阪仕業検査車両所で、夜勤勤務と徹夜勤務予定者の勤務変更が行われている。 ４

月２４日から夜勤者の勤務変更が行われ、５月の勤務予定表でテ４と J の勤務を指定された

社員に対して、管理者が個別に勤務変更を行っている。 また、４月までの勤務予定表に存在

したヤ７、ヤ８、ヤ９、ヤ１０の勤務が５月の勤 務予定表には存在していない。（中略） 

大阪仕業検査車両所の必要要員数と、仕業・申告本数に対する要員数、また 「新型コロナウ

イルス感染防止対策」に対する会社の考え方を明らかにするため下記の通り申し入れる。 

 

会社側幹事からの窓口回答。 

組合：どのような申告本数で要員が決められているのか、要員の算出方法について明らかに

するように申し入れているが、「適切に配置している」とは回答になっていない。  

会社：入庫数など総合的に考えてやっている。出面が減って業務が回らないということにな

らないように要員配置を行っている。  

組合：申し入れに対する回答となっていない。  

会社：回答通り、入庫本数など総合的に考えてやっている。  

組合：なぜ明らかにしないのか。  

会社：明らかにする考えはない。  

ならば、明らかにしよう！！これが申告本数だ！！ 

班長の日勤者 1人、夜勤者 2人、申告担当の徹夜勤務者 3人、夜勤者 2人になった 4月２４

日から６月２１日までの昼の申告本数１７．０８本、夜の申告本数１２．７５本。 

今後、会社は運行本数を増やそうとしている。今の申告本数に対する要員をし

っかり確認し、増える申告本数に対して要員が確保されているか、しっかり監

視していく必要があります！！ 


